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午後１時００分開会 

○橋本委員長 ただいまから大都市税財政制度調査特別委員会を開会いたします。 

 本日の日程はお手元に配付のとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員会における調査研究といたしまして、日程第１の「指定都市『平成３０

年度 国の施策及び予算に関する提案（通称：白本）』について」及び日程第２の「指定

都市『大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望（通称：青本）』につい

て」を一括して議題といたします。 

 本日は理事者の方に御出席をいただいておりますので、それぞれの御説明をお願いした

いと思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○加藤総務企画局長 それでは、指定都市の「平成３０年度 国の施策及び予算に関する

提案」につきまして御説明をさせていただきます。 

 この提案は、指定都市市長会及び指定都市議長会が共同で、毎年７月から８月にかけま

して行っているものでございまして、通称白本と呼ばれているものでございます。現在、

平成３０年度に向けての提案の内容を取りまとめているところでございますが、今後の進

め方等につきまして、総務企画局広域行政・地方分権担当課長の長沼から御説明させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 それでは、お手元の資料の表紙をおめくりいただき

まして、資料①、指定都市「国の施策及び予算に関する提案（通称：白本）」についてを

ごらんください。 

 まず、１の趣旨・目的でございますが、指定都市においては、近年の社会経済情勢の変

化に伴い、社会保障制度の充実向上などさまざまな財政需要が増加する中で、地方法人税

の影響により、都市税源はさらに不十分な状況となっており、財政運営は極めて厳しい状

況に置かれております。指定都市は、このような状況の中でも、圏域における中核都市と

して先駆的かつ先導的な役割を果たすことが不可欠であり、また、少子高齢化対策を初め

とするさまざまな緊急かつ重要な施策を積極的に推進していく必要があります。そこで、

大都市特有の行政課題に対応するために必要な制度や政策の創設、改善等を指定都市市長

会及び議長会連名で国や政党に対して提案、要請しているものでございます。 

 次に、２、平成３０年度指定都市提案（平成２９年度作成分)についてでございます。 

 まず、（１）今後の進め方でございますが、要請・提案項目につきましては、原局局長
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会議及び指定都市市長会において提案項目・内容を調整し、６月に提案の内容が決定する

こととなっております。その後、各指定都市において市長及び議長の御了承をいただきま

して、提案を確定し、要請活動を行うこととなっております。なお、提案内容につきまし

ては、７月に改めて本特別委員会に御報告させていただきます。 

 次のページに参りまして、（２）提案項目についてでございますが、提案項目といたし

ましては、（ア）税財政・大都市制度関係として５項目、（イ）個別行政分野関係として１

０項目の合計１５項目について選定したものでございます。なお、提案項目⑨、⑬及び⑮

につきましては、今年度に新たに加わったものでございます。 

 次に、３、要請活動についてでございますが、今後、各指定都市が分担して、関係府

省、政党及び地元選出の国会議員の方々に対する要請活動を行ってまいります。昨年度の

実績は記載のとおりとなっており、本市としましては文部科学省に要請活動を行ったもの

でございます。なお、参考資料といたしまして、昨年度の白本（冊子）を添付しておりま

すので、後ほど御参照ください。 

 指定都市の「平成３０年度 国の施策及び予算に関する提案」についての説明は以上で

ございます。 

○橋本委員長 ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

○唐仁原財政局長 それでは、「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望

（通称：青本）」について御説明をさせていただきます。 

 この青本は、税財政に関する中長期的課題につきまして、国の予算編成時期に合わせて

要望するものでございまして、例年１０月下旬から１１月にかけまして、政党や関係省庁

に対して要望活動を実施しているところでございます。 

 それでは、昨年度の要望行動や主な結果などにつきまして、財政局資金課担当課長の後

藤から御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○後藤資金課担当課長 それでは、お手元の資料②に基づいて御説明させていただきます

ので、１ページをごらんください。 

 まず、１の趣旨についてでございますが、この要望は大都市行政を総合的に進める上で

不可欠な税財政の充実を図ることを目的としており、毎年、指定都市共通の税財政制度の

改正に関して、国の予算編成に合わせて政党や各関係省庁に対して要望活動を行っている

ものでございます。 

 次に、２の昨年度の要望行動についてでございますが、（１）議長・市長による要望と



３ 

いたしまして、昨年１０月２４日に指定都市を代表して新潟市が茂木自民党政務調査会長

及び原田総務副大臣に対して要望を行いました。 

 （２）の幹事市の税財政関係特別委員長による要望につきましては、昨年１０月３１日

に指定都市を代表して新潟市が横山参議院総務委員長に対して要望を行いました。 

 （３）各指定都市の税財政関係特別委員による要望につきましては、幹事市を中心に、

各指定都市の委員が所属政党に対して要望を行うものでございます。本市におきまして

は、昨年度までは総務委員会の委員の皆様に所属政党への要望活動を行っていただいてい

たところでございますが、本年度につきましては、１１月に本特別委員会の委員の皆様に

要望活動に御出席いただく予定でございます。 

 次に、２ページをごらんください。３の昨年度の要望内容等についてでございますが、

重点要望事項として、税制関係及び財政関係、それぞれ３項目ずつ要望してございます。

税制関係の要望内容といたしましては、真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源

配分の是正、大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化、事務配分の特例に対

応した大都市特例税制の創設を要望しております。財政関係の要望内容といたしまして

は、国庫補助負担金の改革、国直轄事業負担金の廃止、地方交付税の必要額の確保と臨時

財政対策債の廃止を要望してございます。 

 次に、要望に対する主な結果について御説明いたします。 

 まず、①でございますが、平成２９年度地方財政対策におきまして、地方が一億総活躍

社会の実現や地方創生の推進、防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行

うことができるよう、一般財源総額について、平成２８年度を上回る水準が確保されたと

ころでございます。また、地方公共団体金融機構の公庫債券金利変動準備金の活用など、

地方交付税の原資を最大限確保することにより、臨時財政対策債の増加が抑制されたとこ

ろでございます。 

 次に、②についてでございますが、平成２９年度地方債計画におきまして、公共施設最

適化事業債につきまして、長寿命化対策が追加されるなど内容が拡充され、新たに公共施

設等適正管理推進事業債として創設されたところでございます。また、緊急防災・減災事

業債につきましては、対象事業を拡充した上で、平成３２年度まで制度の継続がなされた

ところでございます。 

 指定都市「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」の説明は以上でご

ざいます。 
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○橋本委員長 ありがとうございました。説明は以上のとおりです。ただいまの説明につ

きまして質問等がございましたらお願いいたします。 

○木庭委員 随分前からこれはやられているとは思うんですけれども、例えば、ちょっと

まだ勉強不足なので教えていただきたいんですが、長年その課題となって継続して取り組

んできて、解決というかなかなか前に進まない課題というのは何があるんでしょう。ちょ

っと以前、私は関心を持って取り組んでいたのが、例えば医療費の助成に対して、償還払

いと現物支給によってペナルティのあるなしというのを、大都市のほうは対象人口が多い

ということで、現物支給しているところが非常に多くて、３２％のペナルティというのが

なかなか排除されないという課題があるというのを担当している課長から伺ったことがあ

るんですが、そういったこと以外にも何かあるんでしょうか。 

○後藤資金課担当課長 例えば青本の中で要望している項目で申し上げますと、こっちは

全般的に中長期的な財政に関する要望ということでございますので、例えば青本の７ペー

ジにございますとおり、１の国・地方間の税源配分の是正などにつきましては、例えば県

費教職員の移管に伴っても税源移譲等は県から市に対して、指定都市に対してございまし

たし、以前は所得税から住民税に対する税源移譲というものがございましたけれども、そ

ういったもの以外については税源移譲がなかなかなされないというところで、こういった

ものにつきましては継続的に要望を行っているところでございます。 

 その他、例えば次の２、大都市特有の財政需要に対応した都市税源の拡充強化というと

ころで申し上げますと、１０ページの上のグラフがございますけれども、消費・流通課税

等につきましても国税が７５％程度とっている、法人所得に関しましても８８％が国税の

ほうに配分されているということでございまして、こういったものもなかなか地方のほう

に税源が移譲されるということがございませんので、こういった課題につきましても継続

して要望しておるところでございます。青本の重点要望につきましては、そういった課題

を６項目掲げさせていただいて、継続的に要望させていただいているところでございま

す。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 白本のほうでございますけれども、こちらにつきま

しては国の施策及び予算に関する提案ということで、総合的なものとなってございます。

先ほど御説明いたしました中で、新しい項目が３つと申し上げたところでございますけれ

ども、逆に申しますと、中長期的な課題につきまして継続して要望していくという内容に

なっておりますので、先ほど資金課担当課長が申しましたような県費負担教職員の関係で
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すとか、そういったところで大きく動くものもございますが、逆になかなか難しいところ

もございます。今年度につきましても新たに加わったのが３つでございますけれども、逆

に除かれたものは先ほど申し上げたような県費負担ですとかそういったもので、ある意味

ある程度方向性がついたということで除かれているということもございます。数が１５項

目、個別行政分野で１０項目という中で優先づけをかなりした中での要望となっておりま

すので、そんなに大きく動くということではございませんけれども、引き続きこうした要

望を効果的にやっていきたいと思っております。 

○木庭委員 いろいろな課題があって、先ほども御説明いただいたように、市長や議長に

よる要請活動なども毎年行われているということなんですけれども、逆に皆さんが長期間

継続をされてきた中で、なかなかやっぱり動かないところがあるというお話がありました

けれども、この委員会で私たちに期待されることは何でしょうか。 

○唐仁原財政局長 先ほど来、例えば青本でいきますと、中長期的に、例えば地方として

こういうふうにしてほしい、指定都市の場合は一般市町村とまた違う権能がございますの

で、指定都市としてまとめて要望していくというのは、この２０市まとまってというのは

この青本、白本しかございません。そういった意味で、今回の特別委員の皆様には所属の

政党の国会議員のところに要請活動に行っていただいて、指定都市としてはこういった課

題認識があって、できればこういったことをかなえてほしいという要請を行っていただき

たいというのが期待するところでございます。例えばほかの都道府県とか市町村、地方六

団体と言われているそういった団体であれば、場所といいますか、そういう協議の場とい

うのはあるんですけれども、政令指定都市は特にございませんので、特に委員の皆様方に

お願いしたいというのはそういったところでございます。 

○木庭委員 わかりました。ありがとうございます。 

○田村委員 参考までに。今後この委員会で、今お話しいただいたように、調査研究をし

ていくということで、できれば政党のほうにということなんですけれども、今回も白本の

ほうで３つ新しい項目がふえましたけれども、その議論の場で、会議の場で、特に川崎市

が強く主張した部分の項目とか、また、川崎市がかかわりのある項目がもしあればちょっ

と教えていただければ。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 今の件につきまして、総論的には２０市共通の課題

ということになりますので、そうするとやはり最大公約数的になるということは免れない

部分があると思っております。本市といたしましては、継続性に配慮しながらも、福祉分
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野について強く主張していきたいということですとか、あるいは、ことしは最初の原局局

長会議の段階では、措置入院者に対する支援というような項目も１つあったんでございま

すけれども、これは全市的に見ますと、ほかにもいろいろな課題がある中で、今回のこの

１０項目の中に選ばれなかったというようなこともございまして、おのおのその地域特性

というものは非常に重要ではございますけれども、白本のレベルになりますと、共通のも

のを優先するということになろうかと思っておりますので、そういった限界はあろうかと

思っております。 

○田村委員 ありがとうございます。そうですよね。やっぱり２０市共通のもので議論し

ていくというのはなかなかあれなので、政党で特化して、どちらかというと政策の部分、

個別分野の部分で研究していったほうがいいのかなと思います。 

 もし情報を持っていればなんですけれども、横浜市さんは、特別にこのような大都市制

度の委員会を設けていらっしゃいますけれども、ほかの政令市とかで、その地域に合った

項目があればちょっと教えていただければと思います。特に項目に特化して皆さんは研

究、委員会を開催されていると思うんですけれども、情報をお持ちであれば。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 他市の動向でございますけれども、どういった議論

がこういった場で行われているかということにつきましては、今の時点では私のほうでは

把握はしておりませんけれども、それぞれ、先ほどの話とやや重複いたしますけれども、

ほかの市ですと、今回の項目の関係で申し上げますと、訪日旅行等の需要拡大及びＭＩＣ

Ｅ誘致推進ということを大きく掲げている市もあろうかと存じております。そういったと

ころで、そういった特性に応じてということですので、そこにつきましては、それぞれの

市の御判断ということであろうかと思っております。 

○田村委員 ありがとうございます。ＭＩＣＥとかは、ここ近年は特に議題になっている

と思います。 

 もう１つだけ、例えば有識者の方とか参考人というか講演をいただく方々というのを、

それぞれ局の方は呼んで受けていらっしゃるんですか。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 有識者の方にということは、制度的にはやっており

ません。 

○田村委員 例えば川崎市にふさわしい大都市制度のあり方ですよとか、そういった御講

義をされる方はいらっしゃると思うんですけれども、そういうのはこれまでも意見として

は……。 
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○長沼広域行政・地方分権担当課長 特段、定期的にやっているということではございま

せんで、その時々に応じてということで、過去、そういったことで御意見を伺っているこ

ともあろうかと思っておりますけれども、近年、そういったことでお伺いしているという

ことはございません。 

○田村委員 他都市でこういった委員会でいろいろと参考人を呼んで、いろいろと講義を

いただいているところがあったので、ちょっと参考までに聞いてみました。ありがとうご

ざいます。 

○堀添委員 基本的なところを。先ほど説明があったと思うんですけれども、最初の白本

のほうの資料１なんですけれども、２の（１）で、これは平成３０年度指定都市提案とい

うことですから、今これからこのスケジュールで中身を協議して要望するということだと

思うんですが、３０年度の中身が次の提案項目の（２）の１５項目という理解でよろしい

わけですね。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 委員のおっしゃるとおりでございまして、先ほど申

し上げました進め方の中で、４月から５月というところで提案項目、内容の調整という段

階でございますけれども、３０年度の提案といたしまして、こちらの提案項目に掲げてい

る１５項目について、これから内容について検討してまいるということでございます。 

○堀添委員 例えば今回、⑨で教職員定数の充実改善ということがあるんですけれども、

これは昨年度の県費負担教職員の問題が書かれると思うんですが、私の理解では、この４

月からは教職員定数は指定都市が決定をするという形だと思うんですけれども、そうする

と、この充実改善というのはどういう観点のものなんでしょうか。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 委員のおっしゃいましたように、昨年の段階で県費

負担教職員は一定の方向性がついたということでございまして、今年度につきましては教

職員定数の充実改善という形になっております。内容につきましては、また原局局長会議

のほうで検討してまいるんですけれども、こちらにつきましては、充実改善に伴う財源的

なものについては引き続きやはり国のほうからということもございますので、そういった

内容になろうかと思っております。 

○堀添委員 そうしますと、定数の充実改善は、財源という観点での―定数は指定都市

が決めていいものだというふうに理解しているんですけれども、そうではないんですか。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 こちらにつきましては、少人数学級を実現するにつ

きましても、やはりその辺のお金といいますか、財政的な部分がございますので、その部
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分については国に対して提案をしていきたいという趣旨と考えております。 

○堀添委員 わかりました。 

 あと、今回指定都市ということなんですけれども、同様なことで、私は存じていないん

ですけれども、市長会としての取り組みとかがあるんでしょうか。また、その市長会がも

しあるんであれば、それとの連携等々ということはあるんでしょうか。それともそうした

市長会としての国等に対する要望はこうした形で特にされていないのでしょうか。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 全国市長会におきましてもこうした要望というのは

行われておりますけれども、指定都市市長会につきましては、先ほど来のお話の中にござ

いますように、指定都市特有の問題がございますので、そちらについて中心的に独自にや

っておるということでございます。 

○堀添委員 そうすると、本市は一応市長会にも入っているわけですから、市長会として

のものにも取り組みはされているということですね。わかりました。 

 あと、今、個別提案方式という形に変わっていると思うんですけれども、本市としての

個別提案方式の中身と、今回この指定都市の全体としての中身というのは、やはり当然連

携はされていると思うんですけれども、どういう形でやられているんでしょうか。先ほど

横浜市とかの話もございましたけれども、そうした形で、当然本市としての課題というも

のはほかの指定都市でも同じようなものがあると思うんですけれども、そうであれば、で

きるだけ個別提案方式についても、こうした白本等の取り組みでやったほうがいいと思う

んですが、その辺の調整というのはどのような形でやられているんでしょうか。 

○後藤資金課担当課長 例年、５月下旬から６月にかけまして、本市独自で国の関係機

関、省庁に対して要望活動を行っているところでございますけれども、その項目の選定の

際には、今話題になっている白本で掲げられている項目でも、当然本市の共通の課題がご

ざいますので、そちらについては独自の要望の中に加えたりですとか、項目として上がっ

ているものであれば、内容を加除修正するなどの対応をして、独自の要望活動にも反映さ

せているところでございます。 

○堀添委員 最後に１個、この提案、要望なんですけれども、これは国からの文書による

回答というものはいただいているものなんでしょうか。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 この白本に対する回答という形ではございません。

こちらの要請側で、幅広い提案でもございますので、こういったことがどういう形で行わ

れているかということにつきましては、指定都市市長会側である程度の把握をして、翌年
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度の提案に向けて役立てるという形にしております。 

○後藤資金課担当課長 青本につきましても同様でございまして、要望に対する回答が直

接国から来るということではございませんで、指定都市市長会で、例えば税制改正大綱な

どを確認した上で、反映されている項目ですとか反映されていなかった項目をまとめた上

で、まず指定都市、市に情報提供がなされるという形態でございます。 

○堀添委員 これは国の側の対応の問題で、ただ、個別提案方式ですと、これこれについ

てはどういうような理由で取り入れる、あるいは取り入れないという返事が返っていたと

思うんですけれども、こちらのほうには返ってこないと。あるいは、先ほどの個別提案方

式に対する回答は非公式な回答で、こちらのそのヒアリングの中で市の職員がつくった議

事録等で作成しているものなのか。つまり個別提案方式ですと回答が返っていたと思うん

ですよね。それとこの白本の扱いとは国の対応が違うということなんですか。 

○後藤資金課担当課長 国への独自要望に関しましては、こちらで作成しております白

本、青本と同様に、個別の案件に関してそれぞれ文章で回答が来るという形ではございま

せんで、反映された反映されていないということは、例えば補助金の内容が改正されたで

すとか、そういった要綱の通知等がございますので、そういったもので、例えばあとは法

改正の内容等で反映されたということで、そういった資料に基づきまして、こちらで確認

をしているという状況でございますので、そういった意味では白本、青本と同列であろう

かと存じます。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 今、委員の御質問にありましたように、１つは地方

分権にかかわります個別提案といいますか、提案方式というのがございまして、それにつ

きましてはかなり具体的な提案ということで、法制度等を確認した上で、どういった対応

ができるかということで、これは国側と相対した形のやりとりを何度か繰り返した上で回

答が来るという形になっております。また一方では、白本、今ごらんいただきましたとお

り、どちらかといいますと、国の政策等に委ねるといいますか、大きな制度変更を要請し

ていくというような特色もございますので、そういった面では個別の回答という形は得て

おりません。 

○堀添委員 わかりました。これはあくまで回答する側の問題だと思います。ただ、確か

に項目では、例えば新たな大都市制度ですとかは割合と大きな話ですけれども、今回です

と難病対策ですとか結構具体的な中身もありますし、あと、先ほどの項目で言いますと、

ことし１５項目予定していて、うち３項目だけが新ということは、残りの１２項目は昨年
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度やっているということであれば、当然それは国がどういう対応をしているのかというこ

とをある程度示していただかないと、同じことをやりとりしているだけで、全然状況が変

わっていないのであれば、そのあたりがどういうことが問題なのかということはぜひ、わ

かる範囲でも結構ですし、もし国が回答していただけないのであれば、その中でどういう

反応だったのかということをぜひまとめていただかないと、なかなか発展的な議論になら

ないのかなと思います。それは要望させていただきます。 

○木庭委員 ちょっと教えていただきたいんですけれども、私も今までじっくり読んだこ

とがなかったのであれなんですが、よく指定都市市長会議の結果概要についてというのを

総務企画局から出していただいているんですけれども、これが今おっしゃっていたそうい

う話し合いの内容なんでしょうか。 

○長沼広域行政・地方分権担当課長 指定都市市長会の活動として、白本、こういった内

容と別に指定都市市長会議の活動がございますので、これとは直接は関係ございませんけ

れども、先ほども御指摘がございましたように、そうした個別の議題につきまして検討し

ていくという中では関連性のあるものと思っております。 

○木庭委員 今ちょっと堀添委員もおっしゃっていましたけれども、やはり今までどうい

う流れがあってとか、私たちもしっかりと知った上で働きかけていかないと、ただ上の部

分だけの話になってしまうと、せっかくの機会なのでもったいないので。例えばこの間

の、去年の１１月に出していただいた４２回の結果概要を見ますと、指定都市における医

療費適正化保険料収納対策とか、そういう医療サービスの均質化に関する取り組みの例み

たいな形でいろいろな都市の話なんかも上げていただいているんですけれども、こういう

いろんな都市がどういう取り組みをしてとか、そういうものを持った上で政令指定都市の

課題として国に上げているんだけれども、こういうことがなかなかフィードバックされな

いとか、そういうふうにちょっと具体的に言っていただくほうが、私たちも党に対して説

明するときに、より具体的に言えるのかなと思うので、これは要望なんですけれども、今

後、こういった委員会で御説明いただく機会があるとするならば、そうした具体事例と

か、今堀添委員がおっしゃったみたいに、これまでの経緯とかその流れも具体的に教えて

いただきますようにお願いいたします。 

○橋本委員長 ほかにないようでしたら、以上で「指定都市『平成３０年度 国の施策及

び予算に関する提案（通称：白本）』について」及び「指定都市『大都市財政の実態に即

応する財源の拡充についての要望（通称：青本）』について」の調査研究を終わらせてい
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ただきます。 

 ここで理事者の方の退室をお願いいたします。 

（ 理事者退室 ） 

        ───────────────────────── 

○橋本委員長 次に、その他といたしまして、今後の委員会運営につきまして御協議をお

願いしたいと思います。 

 先ほど説明の中で、「指定都市『平成３０年度 国の施策及び予算に関する提案（通

称：白本）』について」は、７月下旬に内容が示される予定であること、また、個別行政

分野関係の提案項目が示されたところであります。今後の委員会におきまして、調査研究

すべき項目を選定し、その内容を踏まえまして、個別行政分野に対応する関係理事者の出

席を求めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○橋本委員長 それでは、そのように決定をさせていただきます。 

 本日示されました白本の個別行政分野関係の提案項目につきましては、各会派で調査研

究をいただいて、次回以降の委員会において御意見をいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 次に、委員会での服装についてですが、庁内では、今年度につきましても地球温暖化防

止に向けた取り組みとして、省エネルギー対策の推進や電力需給バランスの確保といった

観点から、昨年度に引き続き、職員が５月１日月曜日から１０月３１日火曜日までの期

間、上着、ネクタイの着用をしない夏の軽装を実施することとなっております。なお、本

件につきましては、去る４月２０日に開催されました団長会議において報告がなされ、委

員会に出席する職員の服装の取り扱いを上着、ネクタイの着用をしない夏の軽装とするこ

と、また、委員会中の議員の服装につきましても、各議員の判断を尊重し、それぞれが対

応することが確認されています。つきましては、本委員会におきましても、委員会中の議

員の服装につきましては、常任委員会に準じて同様の取り扱いをしたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○橋本委員長 それでは、そのように確認をさせていただきましたので、よろしくお願い

いたします。 

 次に、今後の委員会日程でございますが、改めて御相談をさせていただきたいと思いま
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すので、詳細につきましては事務局から連絡をさせますので、よろしくお願いいたしま

す。 

        ───────────────────────── 

○橋本委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。 

（ なし ） 

○橋本委員長 それでは、以上で本日の大都市税財政制度調査特別委員会を閉会いたしま

す。 

午後１時３４分閉会 


